
西
ド

イ

ツ

被
用
老
共
同
決
定
制
の

岐
路

共
同
決
定
法
案
上

程
と

そ
の

背
景

( 6 9 ) 研 究 ノ ー ト

須

山

光

一

l

(

1
)

一

九
六

〇
年
代
半
ば

以

後
い

わ

ゆ

る

｢

危
機
の

時
代
+

の

西
ド

イ
ツ

に

(

2
)

於
て

､

一

旦

は

過
去
の

テ

ー

マ

に

な
っ

た

か

に

看
え
た

｢

高
度
な

共
同
決

定
+

拡
大

論
争
が

D

G

B

(

ド

イ
ツ

労
働
組
合

捻
同
盟
)

に

よ

る

再
要
求

(

3
)

を

契
機
と

し

て
､

｢

時
代
の

要
請
+

と

す
る

｢

労
働
+

と

市
場
経

済
の

存

(

1
)

亡
を

画
す

｢

最
後
の

一

線
+

(

R
亡
J
i

打
｡

ヱ
と

看
倣
す

｢

資
本
+

と

の

対

立

(

5
)

を

軸
に

再
燃
し

て

以

来
､

い

わ

ゆ
る

｢

企
業
共
同
決

声
+
問
題
は

七

〇

年

代
の

今
日

ま
で

｢

社
会
開
発
政
策
+

上
の

第
一

級
の

争
点
で

あ

り

続
け

た

(

8
)

と

言
っ

て

い

い
｡

筆
者
は

か
つ

て

別

稿
で

か

か

る

｢

共
同
決
定
問
題
+

の

概
要
に

触
れ
る

傍
､

一

九
七

〇
年

一

月
に

連
邦
政
府
へ

答
申
さ

れ
た

｢

共

同
決
定

委
員
会
+

(

買
t

訂
s
t
i

m
m
亡

品
∽

打
｡

…

m
i

軋
｡

n
)

報
告

書
の

､

紹

介
を

兼
ね

た

若
干
の

検
討
を
つ

う
じ
て

問
題
解
決
の

方
向
性
を

模
索
し
た

(

7
)

こ

と
が

あ

る
｡

委
員
会
の

こ

の

答
申
に

は

本
来
｢

政
治
決
着
の

準
備
+

作

(

8
)

業
と
い

う
性
椅
づ

け
が

な

さ

れ

て

い

た
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

以

後
､

連
立

(

9
)

与
党
内
部
で

の

申
し

合
わ

せ

も

あ
っ

て
､

｢

共
同
決
定
問

題
+

に

表

面
上

(

10
)

(

1 1
)

進
展
は

看
ら

れ

な

か
っ

た

の

で

あ

る

が
､

七
二

年
暮
の

総
選
挙
を

境
に

､

わ

け
て

も

今
年
の

春
以

来
事
態
は

一

気
に

流
動
化
し

始
め

た
｡

本
稿
は

か

(

1 2
)

か

る

流
動
化
の

目
を

な

す

政
府
提
出
｢

共
同
決
定
法
案
+

の

比

較
検
討
に

よ

り

正
に

生

成
し
っ

つ

あ

る

｢

新
し
い

共
同
決
定
+

像
の

輪
郭
を

な

ぞ

る

と

共
に

､

社
会
経
済
的
背
景
の

中
に

そ
の

生

成
理

由
の

一

端
な

り
と

を

探

ろ

う
と

す

る

試
論
に

外
な

ら
な
い

｡

先
ず
は

論
述
の

糸
口

と

し
て

､

労
資
の

主
張
の

対

立

点
と

｢

共
同
決
定

委
員
会
+

の

勧
告

内
容
を

補
足
要
約
的
に

繰
り

返
す
こ

と

か

ら

始
め
よ

う
｡

(

l
)

J
.

望
t
t

b
e
r

莞
r

.

望
e

勺

賀
t

e
i

t

品
e

く
｡

ゴ

C
ロ
亡
亡

已
∽

勺

p

ぎ
勺

賀
t

e
-

e

ロ
S

y
S
t

巾

ヨ

訂

d
e

l

r
e

懲
ト
ー

ヨ
m

已
O

n
S

k

計
e

-

F

甲

く

･

d
巾

ヨ
S

e
】

訂
口

戸

声

E
b
i

n
g

F

岩
S
e

n
.

〇

甘
2
-

e

ロ

ー

笥
い

ー

S
･

-

冨
･

(

2
)

N
.

申

〇
.

ウ

訂
已

早
口
e
r

ロ
e

喜

田
｡
t
→

訂

訂
s

声
丁

旨
小

口

粥
｡

ロ

ー

芸
○

､

S
.

く
H
H

(

く
○

コ
5
U

l
t
)
･

(

3
)

室
t

訂
s
t
i

m
m
仁

n
内

-
e

ぎ
｡

句
｡

邑
e

2

品
亡

n
S

e
【

Z
e

声

F

甲

く
.

出
口

n

仁
e
s

く
O
H

S
t

p

n
仁

d
e
∽

ロ
G
せ

ー

N
.

A
仁

P
.

ロ

芳
∽

e
l

ら
O
r
{

一

芸
か

-

P

b

叫
e

巴
+

.

-

ロ

勺
○
-

E
打

,

F
g

･

く
･

只
･

〔

A
♂

打

∴

呂
亡

W
〕

､

S

･

(

4
)

C
F
【

･

T

岩
e

訂
t

,

宣
旨
b
e

s
t
小

ヨ
m
亡

口
粥

亡

n

仁

W
山

き
s
c

F

巳
t

甲

賀
e

m
芹
N

戸

R
.

出
e

c

打
0

∫

只
望
ロ

ー

芸
叫

-

○

∞

鞘
.

呂
-

t

b
e

s

t
-

m
日
亡

口
粥

ロ

n
n

S
e
-

b
s

t

b
e
s

t
ト

m
･

m
亡

n

甲

E
粥
勺
2

ユ
①

n

E
e
t

e

ロ

｢

曾
牢
ロ

g
2

n

a

n
､

F
g

･
く
･

d
O

月
S
2
-

訂
ロ

､

∽
t

已
t

g

寛
t

-

宅
○

〔

A
b

打

∴

呂
亡

∽
〕

､

S
･

叫
･

(

5
)

W
一

W
e

d

已
g
e

n
.

印
｡

的

ユ
沌

亡

n

み

勺
r

O

d
亡

k
什

r
ユ
t

賢

哲
【

冒
t

訂
s
-
小

m
m
亡
コ

甲

…
.

‥

Z

弓

→
F
e

0

1

訂

亡

n
-

勺
r

p

已
∽

d
e

l

控

ロ
t

訂
邑
ヨ
m
亡
口

甲

山

P

-
.

F

甲

く
.

計
ヨ
S

e

旨
e

ロ
､

切
①

ユ
i

ロ

ー

芸
N

,

卵
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S

一
-

P

(

6
)

N
･

甲

〇
･

く

･

ウ

訂

宇

野
e

昌
i

ロ

平

岩
t

訂
邑
ヨ
m
仁

ロ
g
､

句
1

p

ロ

打

訂
ユ

P
]

芦
-

苫
∞

､

∽

･
山

戸

-

=
い

T

岩
e

b
s
t

､

p
.

P

〇
.

､

∽
.

Y

(

7
)

拙

稿

｢

西
ド

イ

ツ

被

用

者

共

同
決

定

制
と

共

同

決
定

委
員

会

答

申
+

､

『

一

橋
研

究
』

一

九
七

三

年
一

二

月

号
､

一

五

〇

頁
以

下

参
照

｡

(

8
)

く

竿

只
一

]

芦

匹
e

d
e

ロ

打
O

p

♪

Z
∈

m

出
ゐ
【

訂
F
t

d
e
r

営
口
t

b

?

S
t
i

日
日
ロ

ロ

管
打

○

ヨ

邑
s

∽
i

O

ロ

∵
ロ
‥

d
①
r

邑
b
e

､

芦
t

J
e
s

-
-

m
m
ロ
コ

甲

H

訂
i

t

違
背
～

宍
○

邑
口
亡

点
S

官
-

E
s

c

F
e

O
i

s

打

宏
巴
○

ロ
､

R
已
ロ

ー

笥
N

.

∽
.

-

与
.

:Ⅰ

一

九
六
五

年
秋

範
今
次
大

著
後
英
占
領
下
の

ル

ー

ル

溜
業
で

(

2
)

先
駆
的
導
入

を

み

た

｢

高
度
な

共
同
決
定
+

の
､

石
炭
鉄
鋼
領
域

外
へ

の

拡
大
+

般
化
に

､

五
二

年
に

次
い

で

再
挑
戦
す
る

際
､

D

G

B

は
二

つ

の

前
提
を

踏
ま

え

て

い

た

と

看
て

よ

か

ろ

う
｡

一

つ

は
､

六

三

年
｢

基
本

綱

領
+

で

の

い

わ

ゆ
る

｢

共
産
主
義
社
会
か

ら

民

主
主

義
社
会
へ

の

理

想
の

(

4
)

(

且

(

6
)

転
換
+

と

そ
れ

に

伴
う

共
同
決
定
の

｢

手
段
+

か

ら

｢

固
有
価
値
+

へ

の

7 0

転
化
で

あ

り
､

今
一

と
い

う
一

〇
年
に

一

旦

(

7
)

っ

は

｢

石
炭
鉄
鋼
共

同
決
定
法
は

検
証
に

耐
え
た
+

(

8
)

る

経
験
の

研
究
成
果
で

あ
っ

た
｡

か

か

る

基
礎
の

上

(

9
)

く
g

-
一

d
P
N

亡

G
･

S
c

F

w
e

邑
t

訂
g
O

【
.

亡
n
t
e

r

ロ
e

F

m
e

ユ
s

c

F
e

岩
t

訂
s

t
-

m
ヨ
亡

口
内

句
｢

p

‖已
ハ

サ

ロ

ユ

P
.

冒
.

(

1 0
)

新

経

営

体

制

法

く

･
-

汁

l

p

ロ
.

-

宅
N

.

n
ゎ
1

A
l

け

ゐ
ー

t

ロ
e

F

ヨ
2

r

亡

n
a

G

2
1

乙
g
2

S
2
什

～
､

-

や

N

N
-

■
S
.

山

千

(

00

ー

N

¢

d
e

s

切
O
t

ユ
e

訂
孟
ユ
琵
S

ロ

コ

恐
管

S

e

t
N

班
G

出
L
･

Ⅰ
-

S
･

ト

レ

斡
･

〔

担
b

打

∴

如
く

G
〕

)

は
五

二

年
旧

法
の

企

業

共

同

決

定

規

制

(

肋

宗
{

.

d
e

s

出
く
G

く
.

〓
･
〇
打

汁

-

設
N

､

切

G
出

｢

Ⅰ
.

S

.
芸
-

持
)

を

踏
襲

｡

(

1 1
)

翌

年
一

月
一

八

日

の

政

府

声
明
で

今
政

権

期

中
の

進
展
が

予

告
｡

(

耳
賀
打

ど
r
t

e
H

A
〓

驚
m
e

F
｡

-

-

P

甘
P

-

笥
い

.

∽
.

(

こ

(

1 2
)

G
2
S

e
t

N

e

已
弓
喜

{

d
O
l

廿
日

n

計
s

r

e

g

す
戸
口

甲

E
ロ
t

弓

弓
{

e
-

ロ
e

∽

G
e
s

2
t

N

e
∽

已
U
e

r

已
e

2
ロ
t

訂
∽

江

ヨ
m
亡

口
内

d
2
1

A
l

訂
i

t

n
e

F

ヨ
e

H

(

2
ロ
t

訂
s

t
-

m
ヨ
ロ

コ

笥
笥
S

e
t

N

-
芦
t

b
e
s
t

G
)

､

出
賀
口

計
s

岩
t

.

ロ

2
.

C

k
∽

g
F
e

N

0

0
＼

ヨ
r

申
U

ロ

ロ
､

d
e

ロ

N

N
･

句
①

F
-

笥
中

〔

A
け

打

∴

G
2

岩
t

N
e

已
w
u

ユ
〕

.

(

9
)

に

D

G

B

が

そ

の

要
求
を

｢

初
め

て

包
括
的
な

形
で
+

理

由
づ

け
た

も

の

は
､

六

六

年
第
七

回

定

期
大
会
で

提
示

さ

れ
た

前
記
覚
書
に

外
な

ら
な
い

｡

(

1 0

)

こ

こ

で

｢

高
度
な

共
同
決
定
+

は
､

六
三

年
綱
領
に

よ

る

倫
理

的
正

当
化

を
､

捻
論
的
に

は

｢

被
用
者
の

統
合
に

よ

る

社
会

頒
折
の

維
持
発
展
+

と

｢

高
度
成

長
経
済
下
で

の

被
用
者
保
護
+

の

二

点
か

ら
､

制
度
の

メ

ル

ク

マ

ー

ル

の

う
ち

｢

労
資
同
数
構
成
+

に

は

｢

資
本
と

労
働
の

同
権
性
+

や

｢

経
営
の

緊
張
緩
和
+

､

｢

労
働
組
合
の

主
導
的
参
加
+

に

は

｢

経
営
エ

ゴ

イ
ズ
ム

の

防
止
+

や

｢

同
数
構
成
の

実
質
化
+

､

｢

労
務
担
当
取

締
役
制
+

(

1 2
)

に

つ

い

て

は

｢

被
用
者
保
護
+

や

｢

緊
張
緩
和
+

の

視
点
に

依
っ

て

補
強

さ

れ
つ

つ

､

｢

資
本
会
社
+

形
態
で

営
ま

れ

る

現
企
業
+

へ

の

拡

大

を

｢

当
然
な

こ

と
+

と

し

て

要
求
さ

れ

る
の

で

あ

る
｡

他
方

､

｢

資
本
+

､

わ

け

て

も

企
業
家
全
体
の

代
表
と
D

G

B

の

好
敵
手

(

1 4
)

を

自
認
す

る

B

D

A

(

ド

イ
ツ

使
用
者
全
国
連
盟
)

は
､

D

G

B

の

再
挑

戦
が

開
始
さ

れ
る

や

時
を

移
さ

ず
｢

妥
協
は

一

切
あ

り

得
ぬ
+

と
の

基
本



( 7 1 ) 研 究 ノ ー ト

(

15
)

声
明
で

こ

れ

を

迎
え
る

｡

｢

資
本
+

の

か

か

る

姿
勢
は

何
よ

り

も

六

三

年

綱
領
で

の

か
の

｢

改
宗
+

宣
言
へ

の

不

信
に

基
礎
づ

け

ら
れ

て

い

た

と

看

て

い

い
｡

｢

組
合
ほ

ナ
フ

タ

リ

の

経
済
民

主
主

義
‥

‥
･

･

が

今
の

…

…

要
求

(

1 6
)

(

1 7
)

と

別
物
で

あ

る

か
の

如
く

強
調
す

る
+

が
､

こ

れ

は

｢

戦
術
+

で
､

本
来

｢

D

G

B

の

志
す

共
同
決
定
と

は

社
会
主
義
へ

至
る

多
様
な

道
筋
の

一

つ

(

18
)

に

外
な

ら
ぬ
+

と
い

う
の

だ
｡

更
に

D

G

B

の

依
拠
す
る

経
験
的
基
礎
を
.

(

1 9
)

も

｢

神
話
+

と

退
け

た

｢

資
本
+

は
､

｢

労
働

観
合
に

よ

る

同

数

共

同

決

(

20
)

(

2 1
)

定
+

と
い

う
｢

馬
鹿
げ

た

要
求
+

を
､

総
論

的
に

は

｢

自

由

社
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e

ロ
.

出
e
L

ど
F
t

n

わ
r

S

琶
F
く
e

諾
t
址

巨
已
粥
e

ロ

打
O

m

邑
∽

竺
○

ロ

～

宅

A

宏
W
e

ユ
亡
口

内

n
e
【

b

訂
F
e

ユ
粥
e

ロ

E
l
叫

P

F

言
-

-

粥
e

ロ

b
e
-

n

b
r

呂
叫

t

b
e
s

t
i

ヨ
m
∈
ロ

甲

∽
t

已
t

管
ユ
.

U

寛
-
i

ロ
.

只
望
コ

戸

宣
已
ロ
N

-

巴
､

○

〔

声
b

k

∴

只
-

出

?

r
i

c

F
t
〕

T
e
i
-

H

-
-
＼

N
-

芦

-

00

亡

.
ひ

ー

.

(

2 8
)

ロ
訂
(

訂
口
打

○
勺

{

(

く
0
1

P

n

わ
r

宣
言

訂
∽

正

員
ヨ
亡

n

喝
S

打
O

m

邑
苧

S
-

O

m
)

､

N

ロ

日

日
e
l

訂
F
t

…
､

∽
･

芝

野

(

2 9
)

宍
-

ロ
e

ユ
c

F
t

く
＼

-

畢

(

3 0
)

匹
2

d
2

日

打
O

p
f

.

Z

u

ヨ

出
石

コ
h

F
t

…
､

S
･

-

㍗

(

3 1
)

只
-

U
e
r

訂
F
t

l

く
＼

00

汁

(

3 2
)

声

C

2
S
i

亡
S

戸

岩
･

W
ご

訂
-

知
邑
訂
n

巴

を
e

2
ロ

粥

計
H

A

宏
b
e

已
亡

n
g
-

-

ロ
‥

只
0

0
勺
2
r

a
t
叶

O

n

亡

n
d

呂
-

t

訂
∽

亡

m
ヨ
亡
】

品
､

F

甲

く
.

H
.

H

宏
∽

戸

E
.

∽
c

F

ヨ
己
t

.

句
r

P

ロ

打
]

F
【
t

P
]

買
.

-

ミ
N

.

∽
.

N

h

鞘
t

(

3 3
)

N
.

甲

賀
t

b
2

S

t
小

m
m
u

ロ
粥

l
O

a
ロ
亡

日

管
e
l

e

ヨ
e

ロ
t

e

O

計
【

勺
○
-
i

t
ト

買
F
e

【

只
O

m
p

3

邑
戸

F

甲

<
･

句
･
切
¢
F

m
亡

已
G
･

】

腎
i

e
f

s
-

N
.

A
ロ

P
.

∽
t

ま
t

習
ユ

ー

¢

N

い
.

∽

.
00

･

(

3 4
)

空
e

告
口

打
○

耳
N

亡

ヨ

印
0

コ
ト

F
t

…
-

∽
･

山

00

汁

llI

七

四

年
二

月
に

､

前
年

一

月
の

政
府
声
明

を

受
け
て

連
邦
参
議
院
へ

上

程
さ
れ

た

第
二

次
祉

･

自
連
合
政

府
の

｢

共
同
決
定
法
案
+

は

四

部
三

六

条
か

ら

成
り

､

次
の

六

点
を

骨
子

と

す

る
｡

H
監
査
役
会
の

労
資
同
数
構

(

1
)

成
(

岬

㌢
-

)

白
人
事
社
会
担
当
取
締

役
職
の

訊

硯

置
と

､

監

査

役

会
の

2

了

の

多
数
に

よ

る

取
締
役

一

般
の

任
免

(

抑
.

N

㌢
)

臼
企
業
内
被
用
者
代
表
監
査

(

り
一

)

役
の

各
企
業
被
用
者
グ

ル

ー

プ

別
提
案
と

選
挙
人
に

よ

る

選
挙

､

企
業
外

被
用
者
代
表
の

関
係
企
業
を

代
表
す

る

労
働
組
合
に

よ

る

提
案
と

選
挙
人

(

3
)

(

4
)

に

よ

る

選

挙
(

抑

-

ご
.

)

榊
指
導
的
職
員
層
へ

の

被
用
者

側
の

選
挙

被

選

挙
権
拡
大
(

押

㌣
首
監
査

役
会
正

副

彗
頒
功

労
資
に

よ

る

分
担
(

琵
-

)

内
被
用
者
二

千

以

上
の

企
業
へ

適
用
(

岬

汁
+

)

｡

法
案
添
付
の

趣
意
書
に

よ

れ

ば
､

法
案
の

目

標
は

現
行
共
同
決
定
規

制

の

拡
充
と
い

う
一

般
的

要
請
に

応
え
て

､

大
企
業
の

監
査
役
会
へ

被
用

者

を

労
資
同
権
同

等
原
則
に

従
っ

て

参
加
せ

し
め

､

以
て

｢

真
の
+

共
同

決

(

6
)

定
を

導
入

す
る

こ

と

で

あ

る

と
い

う
｡

果
し
て

法
案
は

こ

の

目

標
に

合
致

し
て

い

る

で

あ

ろ

う
か

｡

外
面
的
に

見
る

限
り

､

確
か

に

法
案
は

｢

監
査
役
会
の

労
資

一

対
二

構

成
+

｢

ト
レ

ー

ガ

ー

と

し

て

の

企
業
内

被
用
者
+

を

制
度
的
特

徴
と

す

る

｢

経
営
体
別
法
+

の

拡
充
と

も

看
ら

れ
よ

う
｡

が
､

法
案
の

眼
目
と

す
る

(

7
)

労
資
同
権
同
等
原
則
の

制
度
化

､

即
ち

監
査
役
会
の

労
資
同
数
構
成
に

つ

い

て

は
､

懐
疑
の

念
を

も
っ

て

検
討
さ

れ

ね

ば
な

る

ま
い

｡

法
案
に

よ

れ

ば
､

企
業
内
被
用
者
の

議
席
は

労
働
者

･

職

員
･

指

導
的
職
員
の

各
代
表

(

8
)

へ

､

｢

少
数
者
保
護
+

の

た

め

最
低
各

一

議
席
は

保
証
さ

れ

た

上

で
､

企

73
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業
で

の

人

数
此

に

応
じ

て

割
り

振
ら
れ

る
(

鍔
N

)

｡

従
っ

て
､

被
用
者

側

に

は

必
ず

一

名
以

上

指
導
的
職
員
が

属
す

訳
で

あ

る
｡

こ

れ

は

労
資
均

衡

の

実
質
的

破
壊
に

な

ら

な
い

の

か
｡

ハ

ル

ト
マ

ン

等
の

研
究
を

引
け

ば
､

指
導
的
職
員
は

労
使
間
に

独
白
の

位
置
を

確
保
せ

ん

と

願
う
多
く

で

さ

え

企
業
家
と
の

連
繋
を

断
ち

切
れ

ぬ

反
面

､

他
の

被

用

者
と

の

一

体

感
は

(

9
)

｢

全
く

持
ち

合
わ
せ

て

い

な

い
+

｡

又
､

｢

指
導
的
職
員
を

経
営

･

企
業
体

制
で

然
る

べ

く

考
慮
す
る
こ

と

は

企
業
家
と

出

資
者
の

意
に

沿
う

も
の

と

(

川
)

確

信
す
る
+

と
の

ロ

A

L

(

指
導
的
職
員
連
盟
)

会
長
の

発
言
を
こ

こ

で

援
用
す
る

こ

と

も

許
さ

れ

よ

う
｡

で

は
､

か

く

有
名
無
実
な

労
資
同
数
原

則
を

引
っ

提
げ
て

登
場
し

た

当
面
の

法

案
は

如
何
な

る

｢

機
能
+

を

託
さ

れ
､

或
い

ほ
一

歩
譲
っ

て
､

現
実
に

､

つ

ま

り

｢

共
同
決
定
委
員
会
+

の

(

1 1
)

例
の

｢

科
学
的
+

答
申
を

応
用
し

た

時
に

､

演
じ

得
る

の

か
｡

法
案
に

い

う
監
査

役
会
は

､

単
純
多

数
決
を

原
則
と

す
る

(

岬

恥
-

)

限
り

､

(

1 2
)

正
に

｢

事
あ

る

場
合
企
業
利
益
に

立
つ

明

確
な

決
定
へ

導
く

筈
+

で

あ

る
｡

(

1 3
)

又

｢

共
同
決
定
の

最
重

要
任
務
+

に

属
す

取
締
役
の

任
免
も

､

2
一
3

の

多

数
が

絶
対

要
件
で

は

な

く
､

こ

れ
の

得
ら

れ
ぬ

時
は

過
半
数
に

､

終
に

ほ

株
主
絵
会
の

決
定
に

委
ね

ら

れ

得
る
(

押

紙
い

L
以

上
､

実
質
は

出
資
者
側

の

権
限
と

変
り

な
い

｡

他
方

､

監
査

役
会
の

こ

の

実
勢
は

､

｢

利
害
上

よ

り

強
く

企
業
に

緊
縛
さ

れ

た

経
営
所
属
者
+

に

よ

る

被
用
者
代
表
全
員
の

選

出
と

相
倹
っ

て
､

元

来
が

少

数
派
の

労
働
組
合
に

よ

り

｢

共
同
決
定
制
度

(

14
)

が

中
央
操
作
の

具
に

供
さ

れ

得
る

余
地

も

残
さ

な
い

+

筈
で

あ

る
｡

そ

し

(

1 5
)

て
､

経
験
上

企
業
内
被
用
者
か

ら

敬
遠
さ

れ
る

が

故
に

法
制
化
を

要
す

と

い

う
か

か

る

組
合
代
表
の

少

数
参
加
自
体
に

は
､

収
益
性
に

基
づ

く
｢

構

造
変
化
と

そ

れ

に

伴
う
大
規
模
な

操
業
停
止
や

配
置
転
換
を

余
儀
な

く
さ

せ

る

よ

う
+

な

今
後
の

経
済
発
展
に

臨
ん

だ

企
業
内
被
用
者

代
表
の

近

視

(

1 6
)

眼
的
行
動
の

是
正

と
､

更
に

ほ
､

企
業
内
被

用

者

代

表

共
々

､

企

業
の

(

17
)

｢

潜
在
的
緊
張
の

緩
和
+

や

｢

補
完
的
社
会
的
正

当

化
+

は

勿
論

､

企
業

の

｢

最
高
般
職
員
+

と

な
っ

た

組
合
員
の

｢

思

考
･

行
動
様
式
の

変
化
+

を

介
し

て

｢

市
場
経
済
の

政
治
的
保
証
+

な
い

し

｢

社
会
政
策
的
統
合
効

(

1 8
)

巣
+

が

期
待
さ
れ

る

筈
で

あ
っ

た
｡

今
､

七
二

年
新
経
営
体
制
法
で

の
､

総
合
経
営

協
議

会

任

命
に

な

る

(

1 9
)

｢

新
経
済
委
員
会
+

と

企
業
指
導
部
と

の

協
力
の

制
度
化
を

も

勘
案
す
る

時
､

当
該
法
案
の

｢

客
観
的
+

機
能
は

｢

共
同
決
定
委
員
会
+

が

勧
告
へ

託
し
た

正
に

そ
の

機
能
に

外
な

ら

な
い

｡

法
案
に

読
み

取
れ

る

こ

の

｢

搾

取
の

合
理

化
+

機
能
は

､

六

〇
年
代
の

社
会
経
済
的
背
景
の

一

端
に

､

そ

れ

を

必

然
化
す

る

契
機
を

尋
ね

得
る

よ

う
に

思
わ
れ

る
｡

(

1
)

被
用
者

数
一

万

未

満
の

企

業

伽
=

労
資
各
六

名

(

労

組
代

表
二

名
)

､

一

万

以

上

二

万

未

満

㈲
=

八

(

二
)

､

二

万

以

上

仰
=

一

〇

(

三
)

｡

伽
･

㈲
で

は

拡

大

も

可
｡

な

お
､

中

立

監

査

役

な

し
｡

(

∽

N

∽

○

ま
e

肋

N

N

A

訂
.

:
.

戸

今
)

(

2
)

当

該
グ
ル

ー

プ

の

選

挙

資
格
者

(

満
一

八

歳
以

上
の

企

業

被
用

者
)

の

1

一
5

か

百

名
の

署

名
が

要

件
｡

議

席

毎
二

名

以

上

候

補

者

連
記

｡

な

お
､

被

選

挙

資
准
看
は

､

経

営

協

議

会

会

員
被
選
挙

資

格

(

く
g
-

･

肋

∞

d
e
∽

田
く
G
)

保

持
者

拙
で

一

年
以

上

企

業
に

属
す

者
｡

(

∽

叫

A
b
s

･

N
､

肋

岩

A
b
∽

一
-

汗

戸

肋

【

h

A
b
∽

∴
こ

(

3
)

グ
ル

ー

プ

間
の

人

数
此
に

応
じ

た

構
成
の

選

挙
人

団
に

よ

る
､

被
用
者

議

席

毎
の

多
数

決

選

挙
｡

な

お

選

挙
人
の

被
選

挙

資
格
は

前

註

伽
｡

(

∽

〓

戸

-

h

声
)

7 雀



(

4
)

具
体

的

に

ほ

肋

h

A

訂
.

い

血

b
S

U
く
G

を

参
照

｡

(

5
)

二

千

名

未

満
の

企

業
に

は
五

二

年
経
営
体

別
法
を

通

用
｡

五
一

年
石

炭
鉄

鋼
共

同

決
定

法

と

特
殊
会

社
へ

そ
れ

を

部

分

拡
大

し
た

五

六

年

共

同

決

定

補

足
法

A

訂
.

N

こ

(

6
)

G
e
s

e
t

N

e

ロ
t

宅

弓
叫

.

ヨ
e
-

ロ
2
S

)
.

(

7
)

E

訂
邑
ヂ

∽

.
-

ひ

(

8
)

E
b
e

n
〔

F
-

∽
.

N

阜

(

切
G
出

｢
}

､

S
.

ヨ
叫

声
)

は

存

続
｡

(

籾

-

S

.
-

.

戸

-
山

こ
.
(

出

品
昌
n
n

F
ロ

O q
､

A
-
-

g

?

(

田
e

笥
ロ

n
(

ど
n

甲

A
〓
g
2

ヨ
已
n
e

s

)
･

(

出
e

g
r

辞
n

d
亡

コ

由

N

亡

籾

-

h

)

.

( 7 5 ) 研 究 ノ ー ト

(

9
)

}
H

H
P

ユ

m
p

ロ

n

の

t

已
..

｢
e

i

t

2

已
2

A
日

常
S

t

①

≡
e

､

2
e

仁

W
訂
払

戸

出
e

ユ
山

n

-

¢

〉

い
.

S
.

-

ネ

ッ

(

1 0
)

G
O

洋
一

弓
p

E
､

P

P

〇
.､

S
.

-

巴
.

(

1 1
)

出
i

e

n

わ
ロ

打
O

p

汁

N

亡

m

出
e

ユ
c

F
t

…
.

S
一

い

∞

一

(

1 2
)

H

▲
T
出
2

ユ
c

F
t

H

く
＼

記
･

な

お

賛

有
岡

数
の

時
は

労
資
各

過

半

数

の

同

意
を

要
件
に

議

長

専
決
も

可
｡

又
､

議
決
不

能

時
に

は

株
主

総

会
の

決

裁
も

可
｡

(

肋

N

山

A
b
s
.

-

戸

肋

N

ひ

A
b
∽
･

N
一

)

(

1 3
)

只
1

日
2

ユ
c

F
t

H

+

ユ
ゴ
ロ

･

(

1 4
)

E
b
e

n

計
-

く
､

か

h

亡
･

記
･

(

1 5
)

E
b
2

n
〔

F

H

I
H

＼

-

か
‥

く
加

千
f

e
r

ロ
の
r

e

宮
口
(

F

I
H

-
＼

〓
･

(

1 6
)

E
け

ゐ
ロ
m

F

I
+

ユ

玉

戸

巴
∽

O

W
i

2

ノ

J
N

ご

く
粥
r

f

e

昌
e
l

e

.訂
ロ

d
p

H
I

i
＼

-
一

.
〓
.

(

1 7
)

E
b
e

n
n

F
H

く
＼

い

ー
.

£

芦

戸

ご
f

･

S

O

弓
-

e

く
､

志
･

(

1 8
)

E
b
e

ロ
仁

p

H
+

ユ
い

N

2

叫

N
.

(

1 9
)

経
営
協
議
会
を

複
数
擁
す
る

企

業
に

総
合

総

営

協
議
会

設

置

義

務
｡

経
済

委
員
会

は

月
一

回

企

業
家
を

交
え

会

合
｡

(

く
叩
r

籾

毛
抽
.

戸
-

○

か

声
)

か

か

る

協
力

は

｢

経

営
の

雰
囲

気

等
の

改

善
に

ょ

り

労

働
生

産
性

を

高
め
る
+

筈
で

あ
っ

た

(

只
-

せ
e

ユ
c

E
-

く
＼

N

加

戸

巴

S

O

W
i

e

く
､

山

N

)
｡

Ⅴl

E
･

H
･

テ
ィ

ヤ

ー

デ
ン

等
に

よ
れ

ば
､

六

〇
年
代
西
ド

イ

ツ

の

資
本

主
義
的
再
生

産
の

特
徴
は

､

｢

外
延
的
+

(

e

已
e

n

巴
く
)

な

五

〇
年
代
と

異

り
､

｢

内
包
的
+

(
i

n
t

e

ロ
S

才
)

な

拡
大
再
生

産
に

あ
っ

た
｡

即

ち
､

資

本

主
義
諸

国
と

の

競
争
や

社
会
主

義
諸
国
と
の

対

決
の

｢

尖
鋭
化
+

に

加
え

就
中
｢

労
働
力
の

払
底
+

を

直
接
契
機
と

し
て

労
働
節
約
的
生

産
手
段
に

(

1
)

よ

る

再
生

産
の

拡
大
が

不

可
避
に

な
っ

た

と
い

う
の

で

あ

る
｡

か

か

る

絶
対

的
労
働
力
不

足
は

､

先
ず
直
接

､

且
つ

二

重
に

共
同
決
定

拡
充
と

結
合
し

得
る

と

看
て

よ

か

ろ

う
｡

被
用

者
の

｢

出
入

り

(

句
-

ロ

打
･

(

2
)

t

亡

邑
訂
n
)

の

減
少
化
+

､

こ

れ

が

第
一

の

結
合
視
点
で

あ

る
｡

R
･

ラ

イ

ヒ

グ
ァ

イ
ン

を

し

て

言
わ

し

め

れ

ば
､

経
営
へ

の

被
用
者
定
着
化
こ

そ

は

｢

今
日

経
営
社
会
政
策
の

担
う

中
心

機

能
+

で

あ

る

が
､

熟
練
度
の

高
い

(

3
)

被
用
者
ほ

ど

経
営
の

雰
囲
気
と
い

っ

た

非
物
質
的

条
件
に

左

右
さ

れ

る

が

故
に

､

こ

の

役
割
は

付
加
的
経
営
社
会
給
付
よ

り

も

社
会
的
経
営
政
策
の

(

4
)

制
度
的
組
織
的
措
置
に

期
待
さ

れ

る
ぺ

き

で

あ
っ

た
｡

第
二

の

結
合
視
点

L
は

｢

労
働
量
の

間
接
的
増
大
+

に

外
な

ら

な
い

｡

さ
る

経
済
審
議
会
の

報
告
を
か

り
れ

ば
､

｢

経
済
の

拡
張
は

労
働
者
の

労
働

意

欲
に

よ
っ

て

本

(

5
)

質
的
に

決
ま

る

こ

と

が

遅
く
も

六

九

年
秋
に

は

判
然
と

し
た
+

の

で

あ

る
｡

(

6
)

こ

こ

で
､

｢

労
働
喜
悦
を

高
め

る

迂
路
+

と

し
て

の

共
同
決
定
が

そ

の

｢

社

7 ∂
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(

7
)

会
心

理

学
的
生

産
性
効
果
+

に

着
目
さ

れ

て

も

不

自
然
で

は

あ

る

ま
い

｡

労
働
力
不

足
は

又
､

間
接
的
に

も

共
同
決
定
の

拡
充
へ

帰
着
し

得
る

｡

｢

社
会
生

産
量
の

増
大
が

､

労
働
力
拡
大
に

よ

る

こ

と

の

最
早
不
可
能
な

(

8
)

以
上

､

機
械
化
の

強
化
で

し
か

適
せ

ら
れ

ぬ
+

事
態
を

迎
え

た

六

〇
年
代

西
ド

イ

ツ

の

｢

資
本
+

は
､

オ

ー

ト
メ

化
と
い

う
名
の

技
術
革
新
を

､

い

(

9
)

(

10
)

わ

ば

｢

欧
州
の

未
来
+

が

懸
か

っ

た

｢

使
命
と

し

て
+

推
進
す

る
に

至
っ

た
｡

半
面
か
か

る

｢

技
術
進
歩
は

､

ご

く

普
通
に

､

全
く

新
し
い

工

場
の

建
設
と

古
い

工

場
の

操
業
停
止

と
い

う
形
で

技
術
的
操
作
方
法
を
一

変
せ

(

n
)

し

め

る
+

｡

或
い

は
｢

オ

ー

ト

メ

ー

シ

ョ

ン

の

実
現
に

は

労
働
力
の

解

雇
が

(

12
)

付
き

纏
う
+

と

言
い

換
え
て

も

よ

い
｡

技
術
進
歩
と

そ

れ

故
又

経

済
成
長

(

13

)

の

｢

結
果
に

し
て

条
件
で

も

あ

る
+

こ

う
し

た

労
働
力
の

解
雇

･

再
編
過

程
は

､

通
例

､

｢

企
業
の

安
定
性
+

を

甚
だ

し

く

脅
か

し

得

る

程
の

｢

多

(

14
)

様
な

紛
争
+

を

惹
き

起
こ

す
｡

こ

こ

に
､

技
術
的
経
済
的

順
応
措
置
を

被

用
者
に

と
っ

て

｢

外
部
的
(

順
応
)

強
制
か

ら

内
部
強
制
へ

+

と

転
化
せ

(

1 5
)

し

め

以
て

技
術
革
新
を

円

滑
化
す
べ

く
､

｢

被
用
者

監
査

役
全

員
が

企

業

の

被
用
者
全
体
に

信
任
さ

れ
+

企
業
指
導
部
が

｢

被
用
者
(

全
体
)

に

よ

(

16
)

り

正

当
化
さ

れ

て

い

る
+

か

の

如
き

共
同
決
定

制
度
が

要
請
さ
れ

た

と

し

て

も

寧
ろ

当
然
で

あ

ろ

う
｡

又
､

技
術

革
新
を

所

得
･

労
働
条
件
改
善
の

(

17
)

前
提
と

看
る

労
働
組
合
の

制
度
的
参
加
は

元
来

､

円

滑
化
に

役
立
つ

筈
で

あ
っ

た
｡

加
え
て

､

技
術
革
新
が

設

備
投
資
の

過
熱
を

介
し

就
中
六

〇
年
代
末
に

ド

イ
ツ

資
本
主
義
史
上

未
曾

有
の

資
本
集
中
を

招
く

傍
､

被
用
者
の

対
生

美
人
口

此
を

内
部
に

職
員
層
の

増
大
を

伴
い

つ

つ

高
め

､

且
つ

被
用
者
の

平
均
個
人
所
得
を

相
対

的
に

減
少
せ

し
め

る

中
で

､

労
資
の

敵
対
は

尖
鋭

(

18
)

化
す
る

｡

六

九

年
に

貸
銀
不

満
か

ら

生

じ
た

戦
後
最
大
規
模
の

｢

九
月

ス

摺

ト
+

を

筆
頭
に

す
る

被
用
者
の

自
然
発
生

的
闘
争
行
為
は

､

か

か

る

尖
鋭

化
の

投
影
と

解
さ

れ

得
る

が
､

｢

資
本
+

の

目
に

は

社
会
秩
序
の

危
機
に

(

19
)

増
幅
さ

れ

て

映
っ

た

ど

看
て

い

い
｡

こ

こ

か

ら

も
､

｢

ス

ト

ラ

イ

キ

の

減

(

20
)

(

2 1
)

少
化
+

な
い

し

｢

階
級
闘
争
制
度
化
の

補

完
+

を
､

更
に

は

い

わ

ゆ

る

｢

被
用
者
の

社

会
的
統
合
+

効
果
を

託
し

得
る

共
同
決
定
制
度
が

必

須
に

な
っ

た

と
い

え

ま
い

か
｡

今
､

こ

れ

ら

を

｢

資
本
+

の

代
表
自
ら
に

総
括
せ

し

め

れ

ば
､

｢

不

断

の

技
術
進
歩

､

社
会
構
造
の

根
本
的
変
化
そ

し
て

競
争
の

焼
烈
化
が

企

業

指
導
部
を

し

て

人

間
管
理

や

経
営
組
織
=

…
･

で

の

全
く

新
た

な

対

応
の

必

(

2 2
)

要
性
と

対

時
さ
せ

て

い

る
+

の

で

あ

る
｡

(

1
)

く
g
r

只
一

H
一

T
j

山

乙
e
-

】

e

t

已
.-

只
-

P

S

S

q
ロ

く
e

ユ
←

巴
t

n
-

s

∽
e

ト

ヨ

∽

p

賢
打
P

且
t

巴
-

s

ヨ
亡
S

.

S
t

き
t

管
→
t

-

寛
い

.

S

.
-

忘

年

(

2
)

く
g

-
.

E
.

W
監
訂
【

m
巴
-

ロ
､

宣
i

t

b
e
s

t
-

m
m
亡

口
粥
.

-

n
‥

A
G

.

N

N

.

J

g
.

(

-

盟
､

○

)
.

2
r

.

-
.

∽

.
N

N
.

(

3
)

ロ
P
N

亡

p

己
C

F

U
訂
倉
川

-

J

打
○
勺

h
-

N
∈

ヨ

田
e

ユ
c

F
t

…
.

∽
.

-

N

か

{
.

(

4
)

R
.

河
2

訂
F

弓
e

早

句
ロ

ロ
打
t

i

O

n
S

弓
p

ロ

d
-

亡

日

常
ロ

d
e
r

出
e
t

ユ
e

T

〓
c

F
2

ロ

S
O

N

ぎ
首
○
-

琵
F

只
望
口

戸

O
p

-

邑
e

n

-

讃
㌣

S
.

-

N

O

戸

-

か

P

(

5
)

∽

宍
F
く
e

蒜
t

野

口

已
g
e

ロ
r

監
N

宍
出
e

g

已
g
F
t

亡

口
内

d
e
r

習
∽

p

ヨ
t
･

弓
-

ユ
∽

C

F

巳
t
-

訂
F
e

ロ

E
ロ
t

W
ト

c

k
l

亡
】

品
.

-

P

F
r

e

品
已
P

C

F
t

e

ロ
ー

S

ど
t
t

･

笥
ユ

ー

浩
､

○
-

∽
･

岩
､

N

F

訂
r

T
j

山

乙
e

ロ

e
t

巴
.

､

P

P

〇
.

.

S
.

-

h

-
.

(

6
)

く
g

1

.

｢

勺

邑
-

の

コ

∽
○
～

岩
-

p

O
-

i

t
i

打
､

∽
t

亡
t

t

笥
ユ

ー

苦
か

ー

S

.
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山

リ

サ

(

7
)

ノ
1

竹

子

≠
1

e
(

岩
i

g
e

ロ
.

出
e

g

ユ
托

己

已

勺
r

O

a
亡

打
t
i

ま
t

賢
…
-

S
･

中

一

鞄
.

(

8
)

T
.

W
e
s

邑
s

､

ノ

ヨ
r

t
s

c

F

已
t

∽

宅

宍
F
s

t

亡

m

亡

ロ

d

t
e

c

F

2 .

∽

C

F
e
H

句
O

r
t

買
F

ユ
{

{
】

ヵ
已
①
1

P

-

P

亡
{

の
i

ロ

巧

丁

品
亡

長
く
･

出

ロ
A

e
t

已
･

P

m

N

.＼

い

一
句
e

b
r

.
-

冨
山

､

巴
U

g
e

告
.
b
2

i

‥

ロ
ー

A
､

-

∞
･

-

甲
､

]

芦
い

･､

S
.

-

○

γ

(

9
)

S

.
出
巴
打
e

-

S

O
N

E
p
O

】

i

t
i

打

F
e

亡
t

の

亡

ロ

a

m
O

蒜
2

n

J
n
‥

A
G

-

】

や

l

甲

(
-

宗
コ

.

Z
r
.

N

N
.

S
.

か

い

P

(

1 0
)

ノ
1

g
-

.

カ
ー

A
▼

-

甲

l

g
こ

H
.

山
.

∽
.

-

○

か

一

(

1 1
)

R
一

只
a

t

N

e

n
S
t

e
i

ゴ
､

U
i

e

-

n
く
e
S

t
i

{
i

O
}

品
n

亡

口

仁

巨
岩

出
e

w
?

讐
ロ
g

叶

m

s
t

g
←
s

m
O

ロ
○

勺
○
-

訂
t
-

s
〔

F
e

ロ

只
p

官
許
-
-

s

m

宏
.

U
e

ユ
i

n

-

¢

か

N
.

S

.
-

ひ

N
.

(

1 2
)

T
.

ノ
J

訂
s

s

O
-

s
､

P

P

〇
.-

S

.
-

○

γ

(

1 3
)

知
.
只
監
N

e

ロ
S
t

e

ぎ
.

T
e
c

F
ロ

i

s

c

F
e

叫

句
○

ユ
s
c

F

ユ
t
t

､

只
p

甘
t

已
･

b
e

弓
e

雪
-

n

g

-
只
p

甘
t

a
】

打

払
e
r

u
コ

g
.

ロ
e

ユ
ー

ロ

ー

笥
-

-

S

一
N

干

(

1 4
)

P

C
F

ユ
s
t

ヨ
P
ロ
ロ

.

亡
ロ
{
e

コ
完
F

m
e

ロ
∽

p
O
-

ビ

F

打

亡

ロ

d

巳
i

t

訂
･

S
t

i

m
ヨ
G

ヨ
g

-

n

O
i

コ
e

【

弓
聖
り

F
s
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